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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

XBRL Japan 及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正す

べきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。

これによって，JIS X 7206:2010 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

この文書は，XBRL International が，www.xbrl.org Copyright (C) 2000-2002，2003 XBRL International. に

よって著作権宣言を行った“Extensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1 Specification”の翻訳（参

考）である。許可を得て用いている。 

XBRL International https://specifications.xbrl.org/specifications.html から利用可能な英語版が，公式（規

定）の版である。翻訳には誤り又は公式（規定）版との不一致があり得る。XBRL International は，この

文書を査読又は同意しているものではない。 

次は，この文書の状態に関する XBRL International による宣言である。 

“Extensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1 Specification”は，XBRL International の勧告であ

る。 
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拡張可能な事業報告言語 (XBRL) 2.1 

Extensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1 

 
序文 

この規格の前版は，2003 年 12 月に XBRL International が発行した勧告 Extensible Business Reporting 

Language (XBRL) 2.1 を翻訳し，技術的内容を変更することなく作成し，2005 年に日本工業規格として制

定され 2010 年に改正されていた。しかし，基とする仕様が XBRL International で 2013 年 2 月に“2003 年

12 月 31 日の日付の勧告の更新版”として発行されたため，これと技術内容が一致するように改正した日

本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，原勧告の箇条を入れ替える変更，箇条として付番さ

れずに記載されている箇所に箇条を割り当てる変更，理解を助けるための語を補う変更などをしている事

項である。 

1 適用範囲 

この規格は，拡張可能な事業報告言語（Extensible Business Reporting Language，以下，XBRL という。）

について規定する。XBRL を規定として採用することは，ソフトウェア会社，プログラマ，情報の作成及

び配信を行う仲介業者，並びに利用者による事業報告情報の作成，交換及び比較を促進する。事業報告に

は，財務諸表，財務情報，非財務情報，総勘定元帳取引，年次報告書及び四半期報告書といった監督機関

への書類提出を含むが，これらに限定しない。 

この規格は，事業報告の作成，交換及び比較作業で利用する情報の表現に利用可能な XML 要素及び XML

属性を定義する。XBRL は，XBRL インスタンスで用いる XML 要素及び XML 属性から構成する核言語で

あるだけでなく，XBRL インスタンスから参照する新たな要素及び要素から構成するタクソノミを定義し，

かつ，それらの XBRL インスタンスに含む要素の内容間の制約を表すために用いる言語でもある。 

注記 この規格は，XBRL International が 2013 年 2 月に発行した，Extensible Business Reporting Language 

(XBRL) 2.1 の“2003 年 12 月 31 日の日付の勧告の更新版”を，技術的な内容は変更せず，箇条構

成を JIS の様式に合わせて変更したものである。構成の対応関係を附属書 JA に示す。 

2 導入 

2.0A 一般 

XBRL は，文書インスタンスで用いる XML 要素及び XML 属性から構成する核言語とする。XBRL イン

スタンスでは，この各言語の抽象要素を具象要素に置き換える。タクソノミでこれらの抽象要素を定義す

る。XBRL は，新しく要素を定義するために用いる言語，並びに文書インスタンスで参照する要素のタク

ソノミ及びタクソノミ要素間の関係によって構成する。 


